
平
成
23
年
度
分(

平
成
22
年
１
月
〜
12
月
の

所
得
に
か
か
る
も
の)

の
市
・
県
民
税
の
申
告

を
３
月
15
日
(火)
ま
で
市
内
各
地
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
受
付
場
所
な
ど
詳
し
く
は
、
広

報
あ
き
た
２
月
４
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お
住
ま
い
の
地
区
の
指
定
日
に
申
告
で
き
な

か
っ
た
か
た
は
、
次
の
会
場
で
ど
う
ぞ
。

市
役
所
分
館
２
階
会
議
室
▼
３
月
15
日
(火)
ま

で
の
平
日
、
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分
　

河
辺
総
合
福
祉
交
流
セ
ン
タ
ー
▼
３
月
７
日

(月)
か
ら
11
日
(金)
ま
で
、
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

雄
和
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー(

雄
和
市
民
セ
ン

タ
ー
２
階)
▼
２
月
25
日
(金)
ま
で
の
平
日
、

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
受
付
期
間
の
終
了
間
際
は
会
場
が
混
み
合

い
ま
す
。
申
告
は
お
早
め
に
ど
う
ぞ
。

●
問
い
合
わ
せ市

民
税
課
☎(

８
６
６)
２
０
５
５

河
辺
市
民
セ
ン
タ
ー
☎(

８
８
２)

５
１
７
１

雄
和
市
民
セ
ン
タ
ー
☎(

８
８
６)

５
５
４
０

重
度
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
か

た
が
利
用
し
て
い
る
「
通
院
用
タ
ク
シ
ー
利

用
券
」
を
更
新
す
る
申
請
書
を
２
月
下
旬
に

送
り
ま
す
。
必
要
事
項
を
書
い
て
、
３
月
10

日
(木)
ま
で
、
障
が
い
福
祉
課
、
西
部
市
民
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
河
辺
・
雄
和
市
民
セ
ン

タ
ー
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
郵

送
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
引
っ
越
し
な
ど

で
申
請
書
が
届
か
な
い
か
た
や
新
た
に
利
用

し
た
い
か
た
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
「
内
部
機
能
障
害
１
級
」「
肢
体
不
自

由
の
下
肢
ま
た
は
体
幹
機
能
障
害
１
〜
３

級
」「
視
覚
障
害
１
〜
３
級
」
の
い
ず
れ
か
の

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
在
宅
の
か
た

※
入
院
・
施
設
入
所
中
の
か
た
は
対
象
外
で

す
。
ご
自
宅
に
戻
っ
て
か
ら
申
請
を
。

●
問
い
合
わ
せ

障
が
い
福
祉
課

☎(

８
６
６)

２
０
９
３

フ
ァ
ク
ス(

８
６
３)

６
３
６
２

市
で
は
、
就
職
活
動
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に

つ
な
が
る
資
格
を
昨
年
４
月
１
日
以
降
に
取

得
し
た
か
た
へ
、
受
験
料
な
ど
を
助
成
し
て

い
ま
す
。
助
成
対
象
と
な
る
資
格
な
ど
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者

①
②
の
両
方
を
満
た
す
か
た

①
35
歳
未
満
の
か
た(

昨
年
４
月
１
日
現
在)

②
求
職
中
、
ま
た
は
市
内
企
業
な
ど
に
勤
務

し
て
い
る
か
た

補
助
金
額

受
講
料
や
受
験
料
な
ど
資
格
取

得
の
経
費
の
２
分
の
１(

上
限
10
万
円)

募
集
期
間

２
月
28
日
(月)
ま
で

問
い
合
わ
せ

商
工
労
働
課

☎(
８
６
６)

２
１
１
４

廃
棄
物
の
不
法
投
棄

は
法
律
に
よ
り
罰
則(

５

年
以
下
の
懲
役
も
し
く

は
１
千
万
円
以
下
の
罰

金
。
法
人
は
３
億
円
以

下
の
罰
金)

が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
不
法
投
棄

を
見
つ
け
た
ら
廃
棄
物
対
策
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

☎(

８
６
６)

２
０
７
６

学
校
行
事
等
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー

市
内
の
小
・
中
学
校
で
、
運
動
会
や
校
外

学
習
な
ど
の
と
き
に
、
障
が
い
が
あ
る
お
子

さ
ん
を
支
援
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー
を
10
人
募
集

し
ま
す
。
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

期
間

４
月
か
ら
来
年
３
月
ま
で

勤
務

１
回
１
〜
６
時
間
、
月
に
数
回

謝
金

１
時
間
千
250
円

選
考
方
法

書
類
審
査
、
面
接

問
い
合
わ
せ
　
秋
田
市
教
育
研
究
所

☎(

８
６
５)

２
５
３
０

日
本
語
指
導
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー

市
内
の
小
・
中
学
校
で
、
海
外
出
身
な
ど

の
た
め
日
本
語
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
お
子

MATION
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INFOR-

申
し
込
み
は
２
月
28
日
ま
で

資
格
を
取
得
し
た
際
の

受
講
・
受
験
料
に
助
成

３

１
市
・
県
民
税
の
申
告
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

運輸局での名義変更、抹消登録手続きはお早めに…自動車税課税基準日(４月１日)前は窓
口が混雑します。手続きはお早めにどうぞ。東北運輸局秋田運輸支局☎050-5540-2012

小
・
中
学
校
の
支
援

サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集

５ ４
見
つ
け
た
ら
連
絡
を

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

今年の春は
統一地方選挙

市選挙管理委員会事務局
☎(866)2260

県議会議員選挙
４月10日(日)
市議会議員選挙
４月24日(日)

２
身
体
障
が
い
者
の
通
院

用
タ
ク
シ
ー
券
を
更
新

08

監視カメラ「みてるくん」



市民課☎(866)2018問い合わせ

河辺・雄和市民センターにある、電子証明書
の交付申請などの公的個人認証サービスの受付
窓口を３月31日(木)で廃止します。４月１日(金)
からは市役所本庁の市民課をご利用ください。

河辺・雄和の公的個人認証
サービス受付窓口は３月31日まで

河辺市民センターで配置変更
河辺市民センターでは、内部改修に伴い産業

班と建設班の配置が変わりました。また、地籍
調査室が２階から１階へ移転しました。

河辺市民センター☎(882)5221問い合わせ

河
辺
・
雄
和
地
域
の
か
た
へ

さ
ん
を
支
援
す
る
か
た
を
３
人
募
集
し
ま

す
。
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

①
〜
③
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
か
た

①(

社)

日
本
語
教
育
学
会
認
定
の
日
本
語
教

育
能
力
検
定
試
験
の
合
格
者

②
日
本
語
教
師
養
成
講
座(

420
時
間
以
上)

を

修
了
し
た
か
た

③
日
本
語
指
導
の
経
験
が
あ
る
か
た

期
間

４
月
か
ら
来
年
３
月
ま
で

勤
務

１
日
４
〜
５
時
間
程
度
、
週
に
４
〜

５
日(

年
間
160
日
以
下)

報
酬

１
時
間
千
250
円

選
考
方
法

書
類
審
査
、
面
接

募
集
期
間

２
月
28
日
(月)
ま
で

問
い
合
わ
せ
　
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎(

８
６
６)

２
２
４
４

動
物
の
解
説
や
園
内
の
案
内
な
ど
を
お
手

伝
い
し
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し

ま
す(

動
物
の
飼
育
は
あ
り
ま
せ
ん)

。
活
動

は
４
月
か
ら
。
報
酬
や
交
通
費
の
支
給
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
制
服
、
名
札
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
保
険
を
動
物
園
で
準
備
し
ま
す
。
活
動
の

際
は
自
由
に
入
園
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象

高
校
生
以
上
で
、
日
曜
日
に
月
２
回

以
上
活
動
で
き
る
か
た

募
集
期
間

３
月
10
日
(木)
ま
で
　

●
申
し
込
み

大
森
山
動
物
園

☎(

８
２
８)

５
５
０
８

６
大
森
山
動
物
園
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

千秋美術館の臨時休館…千秋美術館は、アトリオンビルの保守点検
のため、２月26日(土)・27日(日)は臨時休館します。☎(836)7860

和田駅前駐車場は駅と交流館
の利用者のためのものです

ＪＲ和田駅前・ふれあい交流館かわべの駐車場は駅や
交流館を利用するかたのための駐車場です。それ以外の
目的での使用は固くお断りします。なお、交流館の職員
が巡回し、使用目的などをお尋ねすることがあります。

地域振興課☎(866)2036問い合わせ

４月１日(金)から秋田市の組織機構が変わり
ます。おもな改正は次のとおりです。窓口業
務の変更など詳しくは、今後の広報あきた、
市ホームページなどでお知らせします。

総務課行政改革担当☎(866)2007問い合わせ

子ども未来部は、現在、企画調
整部や福祉保健部、教育委員会な
どで行っている、子どもや子育て
支援の施策を一元的に所管します。
このことで市民の利便性の向上を

はかり、子どもの成長段階に応じた切れ目のない
施策を展開していきます。

子ども未来部を新設１

①次世代育成支援行動計画の進行管理、社会
全体で子育てを応援する気運の醸成(子ど
も育成支援室)
②子ども手当(市民課)
③保育所の入所、児童扶養手当の支給、母子
家庭の相談(児童家庭課)

④子育てに関する相談などの子育て支援(子
ども未来センター)
⑤母子保健、妊婦講座、乳幼児
健康診査(市保健所保健予防課)

⑥幼稚園の就園に関する補助(教
育委員会学事課)
⑦放課後児童健全育成、児童館、青少年の健
全育成(教育委員会生涯学習室)
⑧少年の非行防止・健全育成(教育委員会青
少年センター)

北部、河辺、雄和の３つの市民サービスセンタ
ーの同時開設を５月に予定しています。この機会
を生かし、これまで市が進めてきた市民協働・都
市内地域分権をより一層推進するため、市民生活
に密着した施策事業を所管する両部を統合します
(統合後の名称は「市民生活部」)。

市民生活部と地域振興部を統合２

内部管理部門の一層の連携、効率
化をはかるため、企画調整部と財政
部が所管する事務を再編し、両部を
統合して「企画財政部」を新設します。

企画財政部を新設３

４月１日からの

市役所の
機

正
改構

平成23年度

予算書
秋田市
総合計画

お
も
な
所
管
事
務
＊
カ
ッ
コ
内
は
現
在
の
担
当
課
所
室

広報あきた 平成23年２月18日号09


